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訓練等における安全管理要綱  

 

（目  的）  

第１条  この要綱は、豊中市消防計画第５章教育訓練計画２、⑴ア

に 定 め る 、 警 防 訓 練 及 び そ の 他 の 訓 練 等 （ 以 下 「 訓 練 等 」 と い

う。）を実施する場合の安全管理に関する必要事項を定め、事故

防止に資することを目的とする。  

 

（訓練等の範囲）  

第２条  訓練等は、実施目的及び規模により次のとおり区分する。  

⑴  警防訓練  

ア  基本訓練とは、消防機械及び消防資機材（以下「消防機械

器具」という。）の運用訓練及び取扱い訓練等、警防活動の

基本的技術及び行動の習熟を図るために行うものをいう。  

イ  図上訓練とは、図面、模型又はこれらに類するものを利用

して、警防活動の技術及び行動の習熟を図るために行うもの

をいう。  

ウ  応用訓練とは、消防機械器具を組合せた想定訓練、救助特

別訓練等、基本的訓練の応用により、警防活動の技術及び行

動の習熟を図るため行うものをいう。  

エ  合同訓練とは、消防機関以外の団体と合同して警防活動の

技術及び行動の習熟を図るもので、総合訓練に該当しないも

のをいう。  

オ  総合訓練とは、複数の部隊による訓練で、総合的な警防活

動の技術及び行動の向上を図るため大規模に行うものをいう。  

⑵  体力練成訓練  

⑶  自衛消防隊等の訓練指導及び市民等の訓練指導のうち消防が

主催するもの  
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（安全の確保）  

第３条  消防職員（以下「職員」という。）は、訓練等に参加する

場合、次に掲げる事項を守るとともに「訓練時における安全管理

マニュアル」（昭和 58 年 7 月 26 日・消防庁通達）を参考として、

積極的に安全確保に努める。  

⑴  安全を優先して実施すること。  

⑵  自己の安全は、自分自身が確保すること。  

⑶  冷静さを失わずに真剣に取組むこと。  

⑷  安全確認呼唱を確実に行うこと。  

⑸  規律を厳正に行うこと。  

⑹  服装は完全に着装して行うこと。  

⑺  消防機械器具の機能を確認し、正しく操作すること。  

⑻  実施場所は、常に整理整頓すること。  

⑼  実施前及び実施後の安全点検は、確実に行うこと。  

⑽  準備運動及び整理運動は、十分に行うこと。  

⑾  過去の事故、事例を教訓とすること。  

 

（所属長の安全管理）  

第４条  所属長（消防局にあっては各課長、消防署にあっては消防

署長をいう。以下同じ。）は、主管業務に係る訓練等を実施する

場合、職員の安全管理に努めなければならない。  

 

（安全教育）  

第５条  所属長は、平素から安全教育を徹底し、安全意識の高揚を

図るとともに、職員の安全指導並びに消防機械器具等の整備に努

める。  

２  管理監督的立場にある職員は、平素から安全管理業務に関する

自己研修に努めるとともに、職員に対する安全指導並びに消防機

械器具等の適正な管理、運用及び取扱いについて教育する。  

３  訓練等の指揮者及び指導者（以下「指揮者等」という。）は、
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参加職員等に対し訓練等の内容及び方法等の説明を十分に行うな

ど、訓練等前の安全教育を徹底する。  

 

（安全主任者等の指名）  

第６条  所属長は、訓練等の実施にあたって、その規模、内容及び

特性に応じた適任者を安全主任者として指名する。ただし、複数

の所属が合同して実施する訓練等における安全主任者の指名につ

いては、所属長間において協議する。  

２  安全主任者は、訓練等の実施にあたって、その規模、内容及び

特性に応じた適任者を所属長の承認を得て安全管理員として指名

し、安全管理の実効を期する。  

３  安全主任者及び安全管理員は、訓練等実施中、常に安全確保の

意義づけを図るため、必要に応じて容易に識別することができる

ヘルメット、腕章等を着用する。  

 

（安全主任者等の任務）  

第７条  安全主任者は、当該訓練等に係る安全管理業務を主担する。  

２  安全管理員は、安全主任者の行う安全管理業務を補佐する。  

 

（安全主任者等の職務）  

第８条  安全主任者及び安全管理員は、訓練等の指揮者等と連携を

密にして、次に掲げる安全管理業務を行う。  

⑴  訓練等実施計画時における安全管理に関すること。  

⑵  訓練等実施直前における安全管理に関すること。  

⑶  訓練等実施中における安全管理に関すること。  

⑷  訓練等実施後における安全管理に関すること。  

 

（訓練等実施計画書の作成）  

第９条  所属長は、訓練等を実施する場合必要に応じて、次に掲げ

る事項を定めた訓練等実施計画書を予め作成させる。  
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⑴  訓練等の種別  

⑵  訓練等の日時及び場所  

⑶  訓練等の目的及び内容  

⑷  訓練等の参加人員及び使用する消防機械器具  

⑸  指揮者等並びに計画立案者の職名、階級及び氏名  

⑹  訓練等における安全管理に関する事項  

⑺  その他必要な事項  

 

（安全管理計画書の作成）  

第１０条  安全主任者は、訓練等の指揮者等及び計画立案者の意見

を聞き、計画的かつ効率的な安全管理を図るため、安全管理計画

書（様式第１号）を作成し、訓練等実施計画書とともに所属長の

決裁を受ける。  

２  安全管理計画書には、安全管理点検表（様式第２号）を添付す

る。  

 

（ロープ高所作業に伴う作業計画書の作成）  

第１１条  安全主任者は、訓練等において労働安全衛生規則第３６

条第４０号に定めるロープ高所作業を行う場合は、労働安全衛生

規則第５３９条の５に定める作業計画書（様式第３号）を作成し、

訓練等実施計画書とともに所属長の決裁を受ける。  

 

（安全管理点検表による点検）  

第１２条  安全主任者及び安全管理員は、訓練等において、安全管

理点検表により点検を行い、安全管理の実効を期する。  

 

（安全確保の措置）  

第１３条  安全主任者及び安全管理員は、安全管理点検表等により

改善すべき事項を認めたときは、改善の具申等必要な措置を講じ、

安全確保に努める。  
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２  前項において、公務災害発生の急迫した危険があるときは、直

接訓練等の中止等必要な措置を講ずることができる。  

 

（報  告）  

第１４条  安全主任者及び安全管理員は、訓練等において講じた安

全管理上の措置に関する事項について、安全管理点検表を添付し

て所属長に報告する。  

 

（他機関との協議）  

第１５条  訓練等の指揮者等及び安全主任者は、消防団、警察等の

他機関と合同で訓練等を実施する場合において、訓練等の安全管

理を図るため必要があると認めるときは、他機関と協議する。  

 

（事業場安全衛生委員会の開催）  

第１６条  所属長は、訓練等の実施について必要があると認めると

きは、豊中市職員安全衛生管理規則（平成６年１１月豊中市規則

第４６号）第１８条に定める事業場安全衛生委員会を開催又は開

催を要請し、安全管理について調査、審議する。  

 

 

附  則（平成 18 年 10 月 20 日豊消警第 46 号消防長通知）  

この要綱は、通知の日から施行する。  

 

附  則（平成 23 年 5 月 11 日豊消警第 22 号消防長通知）  

この要綱は、通知の日から施行する。  

 

  附  則（平成 28 年 9 月 8 日豊消警第 203 号消防長通知）  

この要綱は、通知の日から施行する。  



様式第 1号 

 

安 全 管 理 計 画 書          

                         所属         
 

年    月    日 

               安 全 主 任 者        

               職 ・ 氏 名                            

訓練等実施日時           年   月   日（ ）  時  分～  時  分 

訓練等実施場所          屋外・屋内 

指 揮 者 等         

職 ・ 氏 名         

 

 

安 全 管 理 員         

    氏  名  

  

  

訓 練 等 の 種 別         

（○印で囲む） 

警 防 訓 練 

［       ］ 

体 力 練 成 訓 練         
自衛消防隊等        

の 訓 練 指 導        

合同訓練の他機関  

訓 練 等 の 内 容          

参 加 人 員 等         参 加 人 員          名   ・   車両     台 

使 用 施 設 ・ 

消防資機材（保 

護 資 材 含 む ） 

 

特に留意しなけれ

ば な ら な い         

安 全 管 理 事 項         

 

 



様式第 2号 

 

安 全 管 理 点 検 表            

 

区分 安  全  点  検  項  目 

訓 

練 

等 

実 

施 

計 

画 

時 

等 

１ 実施場所は適当か。 

２ 使用施設は安全か。 

３ 種別内容に無理はないか。 

４ 指揮系統、進行管理に無理はないか。 

５ 職員の編成はこれでよいか。 

６ 職員は訓練等の種別、内容に応じた人選をしているか。 

７ 職員の健康状態は良好か。 

８ 職員の服装はこれでよいか。 

９ 消防機械器具の種類、数量はこれでよいか。 

10 保護資材活用はこれでよいか。 

11 使用材料は正しい取扱いをしているか。 

12 消防機械器具は有効に使用しているか。 

13 緊急時の救護態勢の必要はないか。 

14 降雨等の気象状況に対する配慮はこれでよいか。 

15 職員に訓練等の実施内容を周知徹底したか。 

16 訓練等の規模、内容及び特性に応じた安全教育を実施したか。 

17 安全衛生委員会職場部会を開催する必要はないか。 

18 労働安全衛生規則に定める作業計画書の作成は必要ないか。 

訓  

練

等

実

施

直

前 

１ 職員の服装点検及び準備運動は実施したか。 

２ 職員の健康状態に異常はないか。 

３ 職員は訓練等の実施要領を熟知しているか。 

４ 実施場所は整理整頓されているか。 

５ 使用施設の事前点検は実施したか。 

６ 消防機械器具及び使用材料の事前点検はしたか。 

７ 安全管理員の配置はこれで良いか。 

８ 安全管理員に安全管理事項の再指示はしたか。 

９ 降雨時の気象状況に対する措置はこれで良いか。 

10 保護資材の事前点検は実施したか。 

11 職員に対して訓練等実施中の安全確保について再徹底したか。 



訓 

 

練 

 

実 

 

施 

 

中 

１ 職員の服装に乱れはないか。 

２ 職員に疲労は見られないか。 

３ 職員は冷静な行動をしているか。 

４ 職員は常に安全意識を持って行動しているか。 

５ 進行管理に無理が生じていないか。 

６ 指揮統制は確保されているか。 

７ 現場規律は保持されているか。 

８ 保護資材は有効に活用されているか。 

９ 消防機械器具及び使用材料に危険性が生じていないか。 

10 使用施設に損傷は見られないか。 

11 消防機械器具に損傷、故障は生じていないか。 

12 降雨時等の気象状況に対する措置を変更、修正する必要はないか。 

13 安全管理員の管理体制はこれでよいか。 

14 安全管理員の職員に対する安全指導は適切か。 

訓

練

終

了

後 

１ 職員の健康状態に異常はないか。 

２ 使用施設を点検したか。 

３ 消防機械器具を点検したか。 

４ 使用材料は安全に処理したか。 

５ 安全管理はこれでよかったか。（反省・検討） 

６ 事業場安全衛生委員会を開催して、反省、検討する必要はないか。 

１ 安全点検を行った項目に○印をつける。 

２ 点検項目以外の点検を行う時は、余白に記載する。 



様式第 3号 

 

ロープ高所作業計画書 

（労働安全衛生規則第５３９条の５に定める作業計画書） 

 

 

安全主任者 

職 ・ 氏名 

 

番号 項    目 

１ 
作業の方法と順序 

 

２ 
作業に従事する職員の人数 

 

３ 
メインロープとライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置 

 

４ 
使用するメインロープ等の種類と強度 

 

５ 
使用するメインロープとライフラインの長さ 

 

６ 
切断のおそれのある箇所と切断防止措置 

 

７ 

メインロープとライフラインを支持物に緊結する作業に従事する職員の

墜落による危険を防止する措置 

 

８ 
物体の落下による職員の危険を防止するための措置 

 

９ 
公務災害が発生した場合の応急の措置 

 

 

 


